
５ 平成 31 年 2 月 15 日　広報ふっさ　No.1017 市役所は祝日の土曜日を除き、一部の部署で毎週土曜日開庁しています 
「
災
害
時 

み
ん
な
を
守
る 

地
域
の
力
」
町
会
・

自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　障害者のための各種サービスに

ついてお知らせします。

▼相談支援
・計画相談支援・障害児相談支援

【対象】自立支援または障害児通所

支援の利用者

▼地域相談支援
・地域移行支援・地域定着支援

【対象】精神科病院や障害者支援施

設を利用する 18 歳以上の方等

▼自立支援
・居宅介護・重度訪問介護・行動

援護・同行援護・重度障害者等包

括支援・短期入所・療養介護・生

活介護・施設入所支援・自立訓練 

・宿泊型自立訓練・就労移行支援 

・就労継続支援・就労定着支援 

・共同生活援助・自立生活援助 

・補装具費の支給

【対象】障害者手帳所持者等

▼障害児通所支援
・児童発達支援・医療型児童発達

支援・放課後等デイサービス・居

宅訪問型児童発達支援・保育所等

訪問支援

【対象】18 歳未満の障害児等

▼原子爆弾被爆者援護
・居住地等変更届、医療費、各種

手当の申請等

【対象】被爆者および被爆者の子

▼地域生活支援等
・相談支援・意思疎通支援・移動

支援・地域活動支援センター・日

中一時支援・重度身体障害者（児）

訪問入浴サービス・重度身体障害

児入浴サービス・日常生活用具給

付・点字図書給付・住宅設備改善

給付・おむつ等助成・寝具乾燥車

派遣

【対象】障害者手帳所持者等

▼指定収集袋（ごみ袋）・粗大ごみ
の減免

【対象】身体障害者手帳（1・2級）、

愛の手帳（1・2 度）または精神障

害者保健福祉手帳（1 級）所持者

で市民税非課税世帯の方

【 問 合 せ 】 環 境 課 ご み 対 策 係 

☎ 551・1731

▼下水道使用料減免
【対象】身体障害者手帳（1・2級）、

愛の手帳（1・2 度）または精神障

害者保健福祉手帳（1 級）所持者

で市民税非課税世帯の方

【問合せ】道路下水道課下水道グ

ループ☎ 551・1968

▼デイジー図書の広報紙等
　希望者にデイジー方式の CD を送

付します。

【対象】視覚障害１級・２級の方

・声の「広報ふっさ」

【問合せ】秘書広報課広報広聴係 

☎ 551・1529、 530・2015

・声の ｢市議会だより ｣

【 問 合 せ 】 議 会 事 務 局 庶 務 係 

☎ 551・1523

・声の「福生の教育」

【問合せ】教育総務課教育総務係 

☎ 551・1930

・声の「あなたとわたし」

【問合せ】協働推進課☎ 551・1590

▼図書館での支援
・外出が困難な方への図書の宅配

・本を読むことが困難な方への対

面音訳

【問合せ】中央図書館☎ 553・3111

▼心身障害児の就学相談
【問合せ】教育委員会教育相談室 

☎ 551・7700

所
得
税
の
医
療
費
控
除
に
つ
い

て
（
介
護
保
険
関
連
）

▼
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

に
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
確
定

申
告
等
で
医
療
費
控
除
を
さ
れ

る
方
は
、
介
護
保
険
事
業
者
等

か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　

傷
病
に
よ
り
、
お
お
む
ね
6

か
月
以
上
に
わ
た
り
寝
た
き
り

で
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い

る
方
の
お
む
つ
代
は
、
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。　

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
そ
の
方
の
治
療
を
行
っ
て

い
る
医
師
が
発
行
し
た
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」
と
お
む
つ
代

の
領
収
書
を
、
確
定
申
告
書
に

添
付
ま
た
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が

2
年
目
以
降
で
、
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
は
、「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
に
代
え
、
市
が

交
付
す
る
確
認
書
等
の
添
付
ま

た
は
提
示
で
も
申
告
で
き
ま
す
。

※
そ
の
他
医
療
費
控
除
に
つ
い

て
は
、
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
青

梅

税

務

署 

☎
０
４
２
８
・

22
・

３
１
８
５
、
介

護
福
祉
課
介
護
保
険
係
☎
551
・

１
７
６
４

児
童
館
で
遊
ぼ
う
！
（
2
月
そ

の
2
）

〈
ひ
ろ
ば
事
業
〉

　

乳
幼
児
と
保
護
者
を
対
象
と

し
た
、子
育
て
支
援
事
業
で
す
。

【
武
蔵
野
台
児
童
館
】

▼
フ
ァ
ミ
リ
ー
ミ
ニ
ミ
ニ
運
動

会【
日
時
】
2
月
27
日
㈬
午
前
11

時
～
正
午

【
対
象
】
乳
幼
児
と
保
護
者

※
児
童
館
で
は
、
ほ
か
に
も
多

く
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く

は
下
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
武
蔵
野
台
児
童
館

☎
553
・

８
８
２
２

▲ QR コード

東
京
都
の
医
療
券
（
気
管
支
ぜ

ん
息
）
の
更
新
手
続
き
を
忘
れ

ず
に
～
大
気
汚
染
医
療
費
助
成

制
度
の
お
知
ら
せ
～

　

東
京
都
で
は
、
都
内
に
1
年

（
3
歳
未
満
は
6
か
月
）
以
上

在
住
の
18
歳
未
満
で
、
気
管
支

ぜ
ん
息
等
に
り
患
し
て
い
る
な

ど
、
要
件
を
満
た
す
方
に
対
し

て
、
認
定
疾
病
に
係
る
医
療
費

（
保
険
適
用
後
の
自
己
負
担
分
）

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

認
定
を
受
け
た
有
効
期
間
満

了
後
も
引
き
続
き
助
成
を
受
け

る
た
め
に
は
、
満
了
の
1
か
月

前
を
目
安
に
、
保
健
セ
ン
タ
ー

で
忘
れ
ず
に
更
新
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
生
年
月
日
が
平
成
9
年
4
月

1
日
以
前
で
有
効
期
間
内
の
医

療
券
を
お
持
ち
の
方
は
、
更
新

手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合
、
資

格
喪
失
と
な
り
、
再
度
認
定
を

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

０
０
６
１　

Ｆ
Ｖ
Ａ
Ｃ
登
録
団
体
市
民
活
動

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
「
子
ど

も
の
た
め
に
今
で
き
る
こ
と
」

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
市
民
活
動

を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
、
団
体
が
実
施
し

て
い
る
小
・

中
学
生
お
よ
び
そ

の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
教
育

支
援
活
動
な
ど
を
紹
介
し
ま

す
。

【
日
時
】
3
月
23
日
㈯
午
後
2

時
～
4
時

【
場
所
】
輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

【
対
象
】
児
童
の
保
護
者
や
そ

の
関
係
者
、
ま
た
は
市
民
活
動

に
興
味
の
あ
る
方

【
定
員
】
先
着
20
人

【
発
表
団
体
】
ふ
っ
さ
・

子
ど

も
の
未
来
づ
く
り
応
援
団

【
申
込
み
】
2
月
18
日
㈪
か

ら
、
ふ
っ
さ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

「
思
い
や
り
」
の
心
を
つ
な
ぐ

～
車
い
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成

講
座
～

　

車
い
す
の
扱
い
方
を
学
び
、

受
講
後
に
小
学
校
な
ど
の
総
合

学
習
で
、
車
い
す
体
験
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
ご
協
力
い
た
だ

け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
13
日
㈬
午
前
10

時
～
正
午

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
対
象
】
市
内
在
住
・

在
勤
・

在

学
の
18
歳
以
上
の
方
（
経
験
は

問
い
ま
せ
ん
。）

【
定
員
】
先
着
20
人

【
持
ち
物
】
動
き
や
す
い
服
装

（
ジ
ー
ン
ズ
、
サ
ン
ダ
ル
不
可
）

【
申
込
み
】
2
月
18
日
㈪
か

ら
、
ふ
っ
さ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

２
１
２
２
へ
。

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

２
１
２
２
へ
。

【ひとりで悩まず、まず相談を「成年後見制度相談」】【日時】3 月 14 日㈭午後 2 時～ 4 時【場所】福祉センター相談室【対象】高齢者・障害者やその家族など【定員】先着

３人（予約制）※初めての相談の方に限ります。相談内容は秘密厳守。【申込み】2 月 18 日㈪から電話で社会福祉協議会・成年後見センター福生☎ 552・5027 へ。

障害福祉課からのお知らせ ※問合せの記載がない事業等は、障害福
祉課☎551・1742へお問い合わせください。

障害福祉サービス等

　障害者の日常生活の利便および

拡大を図るとともに、経済的負担

の軽減を図ります。

▼都営交通無料乗車券
　都電、都バス、都営地下鉄に無

料で乗車できます。

【対象】身体障害者・知的障害者・

戦傷病者・原爆被爆者・生活保護

受給世帯員・児童扶養手当受給世

帯員・被救護者・中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律に規

定する支援給付を受けている方ま

たはその配偶者

【申請に必要なもの】・対象者であ

ることが証明できるもの（障害者

手帳、証明書等）・更新の方は現在

お持ちの無料乗車券

【更新手続】更新を希望する方は有

効期限となる月の初日から手続き

ができます。

▼タクシー券・ガソリン券の給付
【対象】身体障害者手帳 2級以上（内

部、下肢、体幹機能障害は 3 級以

上）、愛の手帳 2 度以上、進行性筋

萎縮症または脳性まひの方（支給

限度内で併給も可。）※施設入所者

は除く。

▼自動車改造費助成事業
　就労などのために自動車を改造す

る場合に費用の一部を助成します。

【対象】18 歳以上で、上肢、下肢

または体幹機能にかかる障害が 1

級・2級の重度身体障害者の方

▼障害者自動車運転教習費助成事
業
　運転免許取得に必要な経費の一

部を助成します。

【対象】市内に引き続き 3 か月以上

住所を有する方で、身体障害者手

帳 3 級以上（内部障害は 4 級以上、

下肢または体幹障害は 5 級以上で、

歩行困難）または愛の手帳 4 度以

上の方

▼自転車駐車場使用料免除
【対象】身体障害者手帳、愛の手帳ま

たは精神障害者保健福祉手帳所持者

【問合せ】施設公園課施設公園グ

ループ☎ 551・1985

▼その他
・民営バスの割引・民営鉄道の割引・

航空運賃の割引・有料道路通行料

金の割引など

【問合せ】障害福祉課☎ 551・1742

障害者への交通支援 


